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1序 論

我が国における図書館員養成は,戦 前にお

いては世界で第6番 目で,1903年8月1日 か

ら14日 まで実施 された日本文庫協会(後 日本

図書館協会 と改称)主 催の図書館事項講習会

という意見,あ るいは,1921年 文部省が開設

した図書館講習所 という時点な どと論議があ

るが,い ずれにしても本格的な養成は,戦 後,

1950年 の図書館法制定以後で ある。今年 は

(1987),図 書館事項講習会が開催されて以来

85年 にな り,図 書館法施行後37年 目を迎 えた。

図書館員養成問題 は,図 書館法施行前後 より

幾多の問題 があった。其の後1968年,図 書館

法施行規則の一部改正が省令 によって行われ

た。先の施行規則(1950年)と 比較 して見 る

と,科 目,単 位数の増加,ま た演習科 目が3

つ加わった。それにより比較 して,前 進 した

と言 う意見,ま た不満の声 も聞かれ,以 後今

日までに至っている。しか しなが ら,情 報化

社会あるいは高度情報社会 と言われる今 日,

図書館員養成の現行カリキュラムは,図 書館

の機械化や国際化に,ま た社会の対応に適応

で きな くなってきた。 とくに1986年 東京で開

催されたIFLA東 京大会を機 に,図 書館員

の国際的レベルアップの必要性が問われるよ

うになって きた。また図書館員の専門性の確

立のためにも館員の資質の向上が急務 となっ

て きた。これらの情勢か らカ リキュラム改訂

の気運が今 日高 まってきた。図書 館界 で も

1950年 以降,何 回か改訂試案や基準 など提案

されたが,今 日まで実現 していない。図書館

員養成は一般的には図書館法施行規則,い わ

ゆる司書講習科目に拘束 されている。

よって1986年 か ら87年にかけ急激 に,そ の

改訂運動が盛 りあがっている。その発端は,

社会教育主事講習科目の改訂が1987年2月 行

われた。社会教育主事 も同じ社会教育関係職

員の資格取得領域にあるならば,図 書館にお

ける司書講習科目の改訂 も早急に実施すべ き

と言うのが,館 界の要望である。 しかしその

改訂への働 きには多 くの問題点があ り,改 訂

点な ど館界の統一見解が成 されなけれぼなら

ない。 このような情勢の中で,過 去の養成は

どうなっていたか,カ リキュラムの変遷 はど

うなっていたのか,現 状の問題点,さ らに今

後改訂す る場合,ど んなことが必要か,改 訂

の参考 としてこの小論を提示する。 よってこ

れが今後のカ リキュラム構築の一助 となれば

幸いである。

IIカ リキ ュラム変遷 史 一戦 前 ・

戦 後 一

1)戦 前

戦前のカリキュラム,あ るいは科 目構成を

考察してみると,従 来の保管,あ るいは所蔵

記録 を主 とした業務か ら,図 書館管理法なる

テキス トの刊行や,図 書館事項講習会等に見

られる図書館管理法,ま た分類,目 録等に見

られる整理技術 を中心 とした,い わゆる講習

会形式のカリキュラム構成が多 く見 られる。

中には,書 誌学的なもの もあ り,今 日関心す

べき科目も見 られる。1921年 のカリキュラム
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を見て も,図 書館事項講習会あるいは文部省

や協会主催にる講習会カ リキュラムか ら脱皮

できない様相が強 く見られる。以下カリキュ

ラム年史の主要なものを年代順 に列記 してお

くQ

1903,8.1～14東 京の大橋図書館で 日本文庫

協会主催の図書館事項講習会を開催,こ

れは,世 界で第6番 目に実施された。日

本 においては,図 書館員養成のはじめて

の講習であった。

講習科 目を紹介すれば,

図書館設置法 伊東 平蔵

図書館管理法 田中 稲城

目録編纂法 和田 万吉

欧米図書館史 和田 万吉

目録編纂法実習 太田為三郎

図書分類法 阪本四方太

和漢書史学及日本図書館史

赤堀又次郎

和漢書史学補遺 中根 粛治

科外講演

図書館の必要 市島 謙吉

統計学一班 伊東 祐穀

学校図書館 長谷川館一

カード目録 錦織精之進

徳川時代文学史上半期 千秋 秀隆

下半期 厂長 連 恒

官庁図書館 楊 竜太郎

欧米図書館現況 塩沢 昌貞

1906第1回 全国図書館員大会が東京で開催,

協議題 として図書館事項講習会 を文部省

の事業 とすることなど協議 した。

1907湯 浅吉郎 図書館雑誌10月 号 に 「図書

館員養成の必要」 を寄稿,館 界 はその必

要性 を認識 した。

全国図書館大会で職員養成所の設置の件

協議題 となった。

1908中 等教員夏期講習会の講習科 目の中に

新 しく 「図書館二関スル事項」が加えら

れた。文部省告示等第167号 官報に掲載。

1909片 山信太郎 図書館雑誌7月 号 に 「図

書館員の養成 は今 日の急務な り」を寄稿。

1910日 本図書館協会内に図書館員養成所設

置方法調査委員会設置。

1912日 本図書館協会は図書館員養成所設置

方法調査委員の原案 「図書館]職員養成所

設置建議趣意書及び同規則」 を評議員会

で承認(和 田万吉執筆),そ れ を文部省へ

建議 として提出。

1916山 口県室積師範学校で正科 に図書館科

を置 く。

日本図書館協会主催図書館事項講習会を

慶応義塾図書館で開催。

1918東 京帝国大学文学部国文科 に図書館学

講座が新設された,書 史学,図 書館管理

要項(和 田万吉)

文部省 は第1回 全国府県立図書館長会ask

を開催,諮 問案 厂青年のために備付 くべ

き適当なる図書の選択方法について」,そ

の席上,「 図書館員の養成機関の必要」を

決議する。

1919日 本図書館協会 は,図 書館員候補者試

験機関設置委員及び大会宣言実行方法委

員会 を設置,こ れは2カ 月前の全国図書

館大会での 「大戦終局に際 し,図 書館の

普及発達に関する宣言書」 を可決 したこ

とに対する処置である。

1921文 部省は図書館員教習所 を開設 した。

開設当初の講義科目

図書館管理法 今沢 慈海

洋書目録法 和田 万吉

書史学特に文献史要 久松 潜一

文化科学の中本邦絵画史一班

丸尾彰三郎

分類法及演習 村島 靖雄

和漢書 目録法及演習 和田 万吉

内外図書館史 和田 万吉

1926全 国図書館大会及び日本図書館協会臨
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時総会 を東京で開催,そ の中で中等教員

養成所程度の 〔図書館〕職員養成所設置

を文部省に建議する件を可決 した。

1936文 部省 「公立 図書館 司書検定試験規

定」,公布,省 令第18号

試験 筆記試験科目 〈国民道徳要項,国

語漢文,国 史,図 書館管理法,図 書 目録

法,図 書分類法,社 会教育概説,外 国語

(英語,独 語,又 は仏語の中其の一を選

択)>

1937第1回 公立図書館司書検定試験実施

1941文 部省図書館講習所の科目改正 「図書

館管理法,図 書館史,図 書選択法,図 書

目録法,図 書分類法,貸 出文庫,児 童図

書館管理法,図 書館参考事務,書 誌学,

印刷及製本,社 会教育概説,英 語,独 語,

仏語,科 外講義。」

2)戦 後

戦後の図書館員養成のカ リキュラム編成は

主として司書講習科 目を中心に,ま た準拠 と

して行われている。 まず,戦 前大学 において,

はじめて図書館学の講義が開始 されたのは,

1918年,東 京帝国大学における和田万吉教授

の 「図書館管理要項」講義である。また,図

書館年史によれぼ,1922年,東 洋大学におい

て,和 田万吉教授が 「図書館管理法一般」を

講義 したなどとあるが,大 学における本格的

な図書館学の学科,課 程が設けられたのは,

戦後における図書館法施行規則公布前後から

である。

戦前からの講習会 も,戦 後 まもなく同志社

大学,京 都大学などでも再開 された。 また図

書館学校 も開校された。科目は1950年 の科 目

と同じようなものが見られる。 よって1950年

の図書館法施行規則の科目は,戦 前の講習会

形式,即,現 職者の再教育用のカ リキュラム

色が強 く見 られた。

それから17年後の1968年,図 書館界の強い

要求か ら施行規則の一部が省令により改訂さ

れた。司書 は,従 来の15単位か ら19単位へ と,

また,演 習科 目も加わった。大学 における司

書課程(短 大 も)を 置いているところでは,

その改訂によって,そ れに準拠 してカリキュ

ラム編成が行われた。 しかし,司 書補に関 し

ては,現 行通 りであった。話によれば,司 書

補 はいずれ,廃 止 したい情勢にあると言 うこ

とであった。この時点での論議の中で,従 来

と比べ,児 童図書館に関する科目がなくなっ

た とか,必 修から選択科 目に移動 した ものも,

多々問題があった。 しかし,一 方従来より前

進 したと言う意見 もあった。図書館員養成カ

リキュラムは,司 書講習科目を準拠 として,

1950年 から,1968年 の改訂,そ れか ら今 日に

至っている。したがって,大 学における図書

館学のカリキュラムも,こ の講習科目を準拠

した形で実施 されている。

それな りに,大 学の特色を明示 し,1968年

の第二次案,あ るいは,単 位数の増加,大 学

独自の科 目の開設例えば図書館学演習あるい

は,図 書館実習など工夫 している。一方,大

学基準協会,日 本図書館協会図書館学教育部

会などで,い くつかの図書館学の基準,あ る

いは,改 善,教 育試案など提案 されたが,実

際には,一 部の学部,学 科を除 く一般の大学,

短大における司書課程では,前 述の如 く,図

書館法施行規則における司書講習科目に準拠,

あるいは拘束されざるを得ない状況にあるの

が,今 日の現状である。しか し,1968年 の改

訂か ら,今 日,20年 近 くになっている現在,

図書館法施行規則に拘束 されない,大 学,短

大で,独 自にできる法制化が望 まれる。

以下戦後の図書館員養成に関する,カ リキ

ュラム年史を,紙 面の関係で,主 要なものだ

け列記 してお く。

1950・ 図書館法,〈 特に養成面〉

第4条 司書及司書補の名称

第5条 司書及司書補の資格
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第6条 司書及司書補の講習
・図書館法施行規則 省令第27号

第1章 「司書及司書補の講習」

司 書

科 目 単 位

図書館通論 1

図書館実務 1

必
図書選択法 1

図書目録法 2

修 図書分類法 1

科
レ フ ァ レ ン ス ワ ー ク i

図書運用法 1

目
図書館対外活動 1

児童に対する図書館奉仕 1

視聴覚資料 i

学校教育と公共図書館 1

成人教育と図書館 1

甲 特殊資料 1
選

図書館施設 1

択 図書館史 1

科 社会学 1

社会教育 1

目
乙 ジ ャー ナ リズ ム i

図書解題及び図書評論 i

図書及び印刷史 1

司書補

図書館概論 1

図書整理法 2

必 図書の目録 と分類 3

修
閲覧と貸出 2

参考書解題 1

科 製本と修理 1

目 視聴覚資料 1

図書館統計 1

複写技術 1

図書館史 i

選 甲
図書館施設 1

択

科
社会教育 1

目
乙 ジ ャ ーナ リズ ム 1

速記法 1

1954・ 学校図書館司書教諭講習規定。

履修すべき科目及び単位(7科 目8単 位)

・初の司書教諭講習東京,大 阪2会 場で

開講。

・教育職員免許法施行規則(文 部省令26

号第6条2項 に 「前項の規定 による習

科 目 単 位

学校図書館通論 1

学校図書館の管理と運用 i

図書の選択 1

図書の整理 2

図書以外の資料の利用 1

児童生徒の読書活動 1

学校図書館の利用指導 1

得 した単位以外の教職に関する専門科

目の単位は教育哲学,教 育史,教 育社

会学,教 育行政学等…社会教育,視 聴

覚教育,図 書館学,職 業指導,そ の他

大学の加える教職に関する専門科目に

ついても修得することができる。」と明

記された。その中で も図書館学は30時

間の講義 と15時間の自習に対 し単位が

与えられたことは画期的ことであった。

1968,図 書館法施行規則の一部改正(省 令第

5号)改 訂内容:単 位 は従来の15単 位か

ら19単位 になったこと。

主な改正点

1受 講資格(短 大卒以上)

2単 位 ・(19単位)

3修 了証書の授与機関の変更

(文部省→大学長)
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○科目及び単位

科 目 単位

図書館通論 2

必 図書館資料論 2

参考業務 2

参考業務演習 1
修

資料目録法 2

A 資料目録法演習 1

甲 資料分類法 2

口 資料分類法演習 1

図書館活動 2

青少年の読書と資料 1

図書及び図書館史 1

乙 図書館の施設と設備 1

選 資料整理法特論 1

情報管理 1

択

社会教育 1

科 社会調査 1

人文科学及び社会科学の 1

目
丙 書誌解題 1

自然科学と技術の書誌解題 1

マ ス コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン 1

視聴覚教育 1

および方法の管理的

側面 にもふ れる。

○資料分類法1 2

同 演習 i

○資料分類法II 2

同 演習 1 十 進分類法(DC),国

際十進分類法(UDC)

米国議会図書館分類

法(LC)等 を紹介

し,カ テ ゴ リー分 類

法その他を概説 す

る 。

0資 料目録法1 2

修 同 演習 1

○資料目録法皿 2 Angl-Amcode等

同 演習 の主要目録法につい

て概説す る。

二次文献作成法 2 索 引,抄 録 その他の

二次文献の作成法に

ついて概説 す る。

図書館管理概説 2 組織 予算,企画 人

事,施設,設 備等の管

理面について詳説す

○図書館活動 2 る 。

図書館地域計画論 2

計 32

選 現行 の2群 に同 じ 2 2群 よりそ れぞれ3

択 科 目を選択 する。

02次 案提案(38単 位以上)

科 目 単位 内 容

図書館学概説 2 図書館学一般の内容
を紹介 し,最 近の動

向を含 め,理 論的に

概説す る。

○図書館通論 2

○図書館資料論 2

参考業務1 2

同 演習 i

参考業務II 2 人文 ・社会科学 ・自

同 演習 然科学 ・技術 に関す

る基本的参考資料に

必
つき解説 し,文 献探

索および情報探索の

大要 におよぶ 。あわ

せて参考業務の組織

1982,・大学基準協会 「図書館 ・情報学教育に

関する基準およびその実施方法」決定目

的は 厂図書館 ・情報学教育 は,図 書館,

情報学に関する学理および技術 を教授 し,

あわせ てその応用能力 を展開 させ る こ

と」 とある。

・図書館 ・情報学教育に関す る専門教育科 目
。

○専攻科目

基礎部門

図書館 ・情報学概論,図 書館史,社 会

と図書館,学 術の発達,普 及 と図書館

等

メディア利用部門
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情報メディア論,参 考調査資料論

参考調査実演,情 報要求調査等

情報組織部門

情報組織論,分 類 ・目録法,情 報検索,

情報流通技術論等

情報 システム部門

情報 システム論,情 報 システム管理,

図書館建築,図 書館機械化論等

○関 連 科 目

哲学,論 理学,言 語学,文 学史,教 育

学,社 会学,経 営学,数 学,自 然科学

通論,生 理学,心 理学,情 報工学等

参考文献

1)日 本図書館協会編 図書館ハ ンドブック

第4版 日本図書館協会1982,P418～

拙稿 我が国における図書館学教育の発

展 について 文教大学女子短期大学部研

究紀要第21集(1977)P49-52。 司書講習

の史的考察 同第22集(1978)P65-66。

日本の大学における図書館学教育 の史的

考察 同第23集(1979)P25～28。 ドキ

ュメ ンタ リス トの教育 と養成 について

同第25集(1981)P5-12

2)大 佐三 四五著 図書館 学の展 開 丸善

昭和29

3)武 居権内著 日本図書館学史序説 早川

図書1960,477P。

4)現 代の図書館Vol24.1(1986)P22-

5)図 書館短期大学 編 図書 館短期大 学史

図書館短期大学 昭和56

6)日 本図書館学会研究委員会 図書館学の

教育一論集,図 書館学研究の歩 み 第3

集,日 外アソシェーツ1983169P

7)村 田修身著 図書館学教育に関する三 っ

の基準について 山形県立米沢女子短期

大学紀要第20号(1985)P1-11。

8)学 校図書館速報第937号(1980,8,15)

III図 書館員教育の現状 と問題点

1)現 状

我が国における図書館員教育の現状は,以

前図書館法施行規則による司書講習科目を,

準拠 として実施され,そ の施行規則,す なわ

ち司書講習科目の改訂が,1968年 一部省令 に

よって,行 われ今 日に至っている。

講習では,司 書講習科目を前提 として,司

書資格取得単位 は,19単 位,司 書補は,15単

位で実施されている。大学では,法 施行規則

に も明示されているように,一 部 の図書館学

部,学 科 を除 く一般の大学では,図 書館学の

科 目は,司 書講習科目を,準 拠してカ リキュ

ラムを編成している。現在大学における開講

大学は,日 本図書館協会教育部会1982年 調査

によれば,200以 上の大学及び短大で,司 書及

び司書教諭の資格を与 えるところは,114の 大

学及び短大(国 公私)で ある。、)

単位数を見ると,大 部分のところでは,先

の司書,司 書教諭の,い わゆる資格付与を目

的 とした図書館員養成が,主 であるため,資

格取得に必要単位数,司 書教諭においては,

7科 目8単 位,あ るいは,12単 位,司 書にお

いては,19単 位 を最低 とし,平 均20～23単 位

ぐらい,多 いところでは,30単 位を越えて開

講 しているところもある。次に,教 員構成を

見ると,一 応文部省の行政指導では,で きれ

ば専任2名 以上必要 とされているが,Total

では,406名 となっているが,平 均すれぼ,1

～2名 である。中には,い まだに非常勤のみ

で,開 講 しているところもある。専任,非 常

勤のウェー トは,非 常勤 に頼っているところ

が多 く見 られる。

これは,専 任採用のむずか しさ,適 当な専

任が得られないことも考えられる。次に,資

格取得の傾向を見れば,司 書は,と くに私立

大学 ・短大に多 く見 られ,司 書教諭は,主 と
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して国立大の教育系の学部に配置されている。

司書受講 の動向を見れば,年 々増加の様相

を呈 している。1校 あたり司書においては,

26～75名,司 書教諭では,1～50名,多 いと

ころでは,150～200名 というところもあり,

中には,定 員を決め,選 考試験を実施すると

ころもある。この傾向は,司 書の資格 を取得

しておけば,将 来何かに役立つであろうと言

う動機,ま た何か資格があれば,就 職におい

ても,有 利 になるだろうという安易で,資 格

が とれると言 うイメージか らだろうか。現実

は,就 職状況はきびしい。それにもかかわ ら

ず,一 方では,教 員採用 も,き びしくなって

きた。図書館なら何 とかなるだろうと言 う人

もいるが,図 書館に就職するチャンスが増々

少なくなってきている現状である。最近の図

書館学科目にも,情 報機器の導入 による理論,

実習の科 目が加えられ,マ イコン,ワ ープロ

操作 も必須 となり,情 報処理技術の修得 によ

り,情 報産業への就職 も,図 書館学を履修 し

ておけば,有 利 になってきているようである。

このあた りが,今 日の現状,実 情のようであ

る。

2)問 題点

先に述べたように,我 が国における図書館

員養成は,大 体二つのコースで実施 されてい

る。

一つは
,大 学において,他 は講習において

司書及び司書教諭,司 書補なる図書館員養成

及び教育 を実施 している。

i)司 書講習

司書講習においては,最 初の目的は現職者

の再教育で,ま た図書館法施行にともない資

格付与が必要 と言 うことで,当 初5年 間で,

その認定 をしようと言うことで,認 定講習が,

主目的であった。それが,1955年 か ら現職者

の資格取得講習から,図 書館職員の新人養成

機関的性格が強 くなってきた。1968年 の司書

講習科目の一部改訂で,受 講資格 も緩められ,

短大卒以上,ま たは,大 学在学中,62単 位以

上単位が修得されておれば,受 講資格があ り,

今頃では,ど この講習大学で も学生が多 く目

につ く。まさに在学中に資格をとらせ ようと

言 う意図もどこかにあるのか。 よって現職者

が最近少なくなってきた。で も講習大学では,

現職者 を絞って,ま た現職者のみ受講可 と言

ったところもあるが,ど この講習大学で も,

7～8割 が大学生で占められているのも,何

か問題 にすべき今後の課題ではなか ろうか。

司書講習における問題は,た んに在学生受入

問題だけでな く,期 間,科 目の検討,実 施大

学,担 当者等検討すべき課題 も多い。また以

前か ら講習実施推進論,講 習廃止論の両論議

が行われて,今 日までに至っている。 このよ

うな講習制度がある故,日 本の図書館員の質

的低下で,今 日問題 とされている司書の専門

職化,司 書]職制度の確立 もまた図書館員の社

会的地位の容認 もできないであろうと,い や,

大学で実施 している講義よりも,実 に受講態

度 もまじめで,図 書館学科 目の主要な部分を

体系的,連 続的である故,一 応理解できる。

また,講 習では,休 講が許 されない。よって

休講がない,な ど,メ リットも多い。が科 目

等の検討 も早急に行わなけれぼない。最近,

司書講習科目改訂の動 きがあるので,そ の成

り行 きを注目したい。

ii)大 学

大学 における問題点は何か,大 学における

図書館員養成は,図 書館学部,学 科,専 攻を

除 く一般の大学及び短大で,実 施 されている

図書館学の科 目は,図 書館法施行規則 に準拠

して,カ リキュラムが編成 されている。

そこで,そ の法的根拠 を明示してみること

にする。

・図書館法

司書及び司書補

第4条 図書館に置かれる専門的職員を司
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書及び司書補 と称する。

2司 書 は,図 書館の専門的事務 に従事

する。

3司 書補 は,司 書の職務を助 ける。

司書及び司書補 の資格。

第5条 左の各号の1に 該当する者 は,司

書 となる資格 を有する。

1大 学又 は高等専門学校を卒業 した者

で第6条 の規定による司書の講習を修

了 したもの。

2大 学を卒業 した者で大学において図

書館に関する科目を履修 した もの。

33年 以上司書補(国 立国会図書館又

は大学若 しくは高等専門学校の付属図

書館の職員で司書補に相当するものを

含む。)として勤務 した経験を有する者

で第6条 の規定による司書の講習を修

了した もの

2左 の各号の1に 該当する者は,司 書補

となる資格を有する

1司 書の資格 を有する者

2高 等学校を卒業 した者又 は高等専門

学校第3学 年 を修了 した者で第6条 の

規定 による司書補の講習 を修了 した も

の。

よって大学における図書館学は法第5条2

項によって実施されていることがわかる。

次に施行規則 を見てみよう。

・図書館法施行規則

第4条

司書講習科 目 別紙(戦 後カリキュラム

変遷史参照)

2項 司書の講習を受 ける者が,す でに大

学において修得 した科 目の単位であって

前項の科目の単位に相当するものとして

文部大臣が認めた ものは,こ れをもって

前項の規定により修得 した科目の単位 と

みなす。

このことは,大 学,短 大在学中の者が,そ

の大学の図書館学の科 目(いわゆる司書課程)

を修得すれば,司 書講習を受講 した ことと同

じである。大学では,司 書講習科 目に相当す

る科 目を(相 当科目という)設 置 しておかな

けれぼならない。その根拠 となるものは,施

行規則の第4条1項 の科 目必修9科 目15単位,

選択科目乙丙それぞれ2科 目4単 位以上修得

しなけれぼならない。 と規定 されている。

大学では,講 習 と性格 もちがうので,大 学

の授業 と平行 してカリキュラムを編成してい

る。 したがって,半 期 もの,ま た通年ものを

4単 位にして編成し,大 学 における独 自の科

目(司書講習科目に準用又 は相当科 目として)

を設けている。この ことは,司 書講習科 目に

拘束されていることになる。そうでなければ,

司書資格が与 えられないのである。 このよう

に,大 学の科 目はなっている。また,以 前資

格証明なる修了証書が,文 部省 により交付 さ

れていたが,1968年 より,実 施大学の学長 に

付与権が移った。

このように問題 は,司 書講習科 目に拘束 さ

れ,大 学独自のカリキュラム編成ができず,

館界からは,従 来 また現行の司書講習 と,何

ら変 りないじゃないか,講 習科 目を2年 間に

引 きのばしたに過 ぎない。大学は,大 学 らし

い特色のある科目を設 けてほしい,と 言 う指

摘 もあるが,前 途の如 く,相 当科 目に適合 し

ていなけれぼ,司 書課程の開設 または,資 格

の交付ができない現実にある。よって大学関

係者は,か つてのような,大 学独 自で開設で

きる図書館員養成教育基準のようなものの改

訂,ま たは新設を早急に求めなけれぼならな

い と言 う。また,今 回の改訂の動 きにあわせ

て,大 学独 自で開設できる法改正 とか,何 か

の方策を検討 していかなければな らないと指

摘 している。

次に,現 行科目,す なわち司書講習科目に

関する問題点 を見てみよう。科 目は,従 来の

科 目と対比 して見れぼ,館 界の要望にそった
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カリキュラムと言える。改訂当初 は,38単 位

を目標 として,そ の一部分 としての19単 位で

あったと言う。一応館界の不満の中でも,今

日まで定着 した。しか し,改 訂後今 日まで20

年近 くに至っている。当時 と今日を比べれぼ,

社会情勢,図 書館界 も相当変化進歩 をなして

いる。最近 とみに時代,館 界 にあった科目の

改訂要求が,強 くなってきた。改訂当時日本

図書館協会は,一 つのサ ンプル として,「図書

館員指導資料:司 書講習講義要綱案」2)が提

示された。一応教育担当者 は,こ の案を参考

に,講 義が進 められているようである。中に

は独自の体制,方 針で講義を展開している人

もいるだろう。時代に対応 した話題 を抽入 し

て,講 義 をすすめている人 もいるだろう。そ

こで,そ の 「司書講習講義要綱案」又は,改

訂時における一つの目安 としての文章を,参

考に検討 してみよう。3)

現行の必修科 目を見ても,情 報化の波,あ

るいは図書館の合理化,国 際化 に対応 した事

項がどの科 目に入れるべきか,困 難な面が多

く見 られる。例 えば,図 書館の機械化,図 書

館の自由に関する宣言,職 員問題,史 的考察

などは,ど の科 目にも共通する問題である。

しかし時間的問題があり,何 等ふれ られてい

ない。共通,重 複の問題など,新 しい科目の

新設,選 択から必修へ,必 修か ら選択すべき

ものな ど様々な問題が今,直 面 している。 と

くに必修で検討すべき科 目は,図 書館通論,

図書館活動 あた りじゃないだろうか。また,

現行科目の指摘で資料知識 に関する科目 ・単

位が不足 しているのではないか とか。次期改

訂科目では,そ の点,充 分配慮 されなけれぼ

ならない。

選択科 目を見れば,現 行科 目,内 容が何か

軽視されている傾向がある。できれば,日 本

図書館協会が,1969年 刊行の 「図書館員指導

資料:司 書講習講義要綱案」あるいは,1976

年刊行の 「図書館学教授要 目」など参考にす

べきであるが,選 択科 目の担当者は,概 して

兼任 の学内関係者が担当しているのが多 く目

につ く。図書館学 と係わりの中での講義,あ

るいは独 自のペースで,独 自のプログラムで

進 めている場合 もあり,問 題ではなかろうか。

選択科 目には,乙,丙 群 にそれぞれあるが,

視聴覚教育は視聴覚資料 を使 いいかに教育 し

ていくかで,視 聴覚資料 その ものの,解 説で

終ってはいけない。社会教育は,応 々にして,

教育学 を担当 しているが,社 会教育 は,社 会

教育法に基づ く諸活動,ま た諸施設 として利

用促進 を図ることではないか。資料整理法特

論 も,図 書館資料論で教えない部分であった

り,逐 次刊行物 を主としてまた郷土資料 を主

として進めていると様々統一,一 貫性がとれ

ていないようである。館界か ら選択科 目では,

不用な ものもい くつか指摘されている。選択

科 目の見直 しも,改 訂時には,同 時に検討さ

れなければならない。 一例 を紹介すれば

1968年 改訂 における一つの指針

〔人文,社 会科学の書誌解題〕

人文 ・社会科学に関する研究及び参考資

料の うち,代 表的なものについて解説し,

その利用法 にも及ぶ

としているが,例 えぼ(講 義要項)

A大 学

国民大衆が科学,芸 術,文 化の主体 となる

ということの意味について,い くつかの角

度か ら考察する。

B大 学

我が国近代思想史のあとをたどり,明 治の

啓蒙思想,政 治学,経 済学,歴 史学,文 学

の各分野にわたって主要な学者,作 家 とそ

の著作 について解説する。

C大 学

わが国における上代から近世 までの装幀の

歴史 を実際の資料 により述べ,そ の種類 に
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よる得失を考える。 また最 も多 く用いられ

た列帖装,袋 綴の手法 を実習する。さらに,

近代以前の図書の目録作成に当っての問題

点をも考 える。

とそれぞれ異なっている。本来 この科 目は,

レフアレンスと関連 し,資 料の知識を求め,

レフアレンス ・ブックの中から主 として,人

文,社 会科学に主力をおいて,そ こにおける

主要な書誌について,解 説及び使用法に及 ば

なけれぼならない科 目なのである。

次に,使 用教科書及び参考書類の様子を概

括的に見ると,改 訂の司書講習科目に準拠 し

て構成 されているものも,独 立の理論体系 を

構築 したもの等様々である。4)

以上,図 書館員教育における現状 と問題点

を統括 して見ると,今 氏 も指摘するように,5)

教育研究体制の確立の不備,図 書館法施行規

則の問題,養 成制度の在 り方等,今 後抜本的

な改革が必要であろう。 また,教 員の質 と量

の問題 についても,日 本の図書館員養成は,

本格的には戦後からであり,大 学院制度が設

けられたの も,最 近のことであ り,高 度な教

育担当者の育成には,ま だ時間がかか りそう

である。

カリキュラムについて も,次 期改訂 には,

館界の要請,あ るいは国際的なレベルでの養

成 も,考 えていかなければならないであろう。

そして,や がて,社 会的に も,専 門職 として

の図書館員が,認 められ,司 書職制度が,確

立 していくであろう。

現状 における司書の需給のアンバランス是

正の問題 は,ま ず,司 書職制度の確立,そ の

中で職員の必置化が必要で,社 会や各自治体

が,専 門職の必要性 を認め,要 求されなけれ

ぼ,当 分解決されないであろう。図書館には,

館種を問わず,必 ず司書が必要 という義務付,

すなわち,必 置化の法制化を望むわけである。

とか く行政 は,法 的強制力,抱 東力がないと

動かない。司書 と関連 して司書教諭,学 校司

書の制度化を,学 校図書館法の改正運動によ

り,実 現させることも,同 時に考 えておくべ

きであろう。

注

1)今 まど子 司書課程 に関する諸問題 中

央大学 「人文研紀要」第5号1986P51-

55図 書館年鑑1984,1987日 本図書館-協

会

2)日 本図書館協会 図書館員指導資料,司 書

講習講義要綱案1968日 本 図書館協会

158P

3)中 島俊教 改訂のねらい と留意点 図書

館雑誌62.6(1968)P218～220

4)西 田文男他 図書館奉仕 はどのように教

えられているか一図書館通論 テキス トの

分析を中心に一図書館界Vol.38.2(1986)

Vo1.39.3(1987)

5)1と 同 じP55～59。

IVカ リキュラム改訂への動 き

改訂の必要性 は,以 前か ら図書館界で,論

議 され,検 討されていたが,最 近,こ の改訂

気運が とみに高まり,そ の きっかけとなった

のは,1987年2月,文 部省は,社 会教育主事

講習規程の改正を行った。それを機 に,急 激

に図書館界にも波紋がおしよせてきた。 この

機が,図 書館員教育改革の時期であるとして,

これからの改訂への働 きを,進 めていこうと

い うところである。

そこで,改 訂への資料提供 として,次 の二

つを提示する。一つは,法 規,答 申類か ら図

書館員教育は,い かにあるべきか,過 去のも

のを再考 して見 ることも,改 訂への参考資料

となるのではないかと思い,史 的に列挙 して

見た。

○法規,答 申類から見 る要請

1949,・ 短期大学設置基準(大 学設置審議会)
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細 目

4館 員

1.専 門の図書館教育を受 けた もの

で教授級の専任司書をもつことが

望 ましいが当分の間は,こ れを欠

くことができる。

2.司 書は,2力 年以上の経験のあ

ることが望 ましい。

解説:専 門の図書館教育 をうけた専任

の司書 をもつ ことは図書館の使命か

ら見ても極めて大切 なことである。

しかし,現 在その人 を得 ることは困

難な情勢にあるから将来 に亘って要

求 されるのである。

1952,・ 大学図書館基準(大 学基準協会)

4組 織及び運営

2.司 書 は,大 学における図書館員

養成課程の修了者又はこれ と同等

以上の能力を有する者でなければ

ならない。

1952,日 本図書館協会が 「第5回 全国図書館

大会」決議で文部大臣へ 「教育養成を目

的 とする大学に於 いて図書館学を教職課

程中の必須科目とするよう要望の件」出

される。

1953・ 国立大学図書館改善要項(文 部省大学

学術局)

四 図書館学講座の設置について

イ,図 書館に関する学術研究の発達 を

図 り,か つ図書館学の授業を実施す

るため,大 学 に図書館学の講座又 は

科目を設置すること。

1954・ 教育職員免許法施行規則(文 部省令26

号)で 図書館学の科目が加 えられた。(第

6条2項)

1956・ 私立大学図書館改善要項(私 立大学図

書館協会)

職員に関する事項

専門職員一専門職員 を司書及び司書補

とし,そ れぞれ次の各号の資格を有

する者でなければならない。

イ)司 書

1)大 学卒業又はそれ と同等以上

の学力を有し

2)図 書館学(司 書課程15単 位以

上)を 修得 した上

3)3年 以上司書補 として勤務 し

た者で

4)外 国語2力 国以上 を解 し得 る

者

ロ)司 書補

1)大 学,短 大,旧 専門学校若しく

はそれ以上の学校 を卒業 しま

たはそれ と同等以上 の学力を

有 し

2)図 書館学(司 書又は司書補課程

15単位)以 上 を修得 した上

3)図 書館実務に3年 以上(但 し大

学卒業者は1年 以上)の 経験あ

る者で

4)外 国語1力 国語以上 を解 し得

る者。

1974,私 立短期大学図書館改善要項改訂(日

本私立短期大学協会)

職員

司書

1.4年 制大学において図書館学 に関

する専門課程 を修了し,大 学図書館

において1年 以上の業務経験を有す

る者。

2.図 書館法の司書の資格を取得 した

のち,大 学図書館 において3年 以上

の業務経験を有する者。

1978,・公立短期大学図書館改善要項(公 立短

期大学協会)

職員一司書は図書館法上の司書の資格 を

もった者 をあてることが必要である。

1981,・ 図書館全国計画試案一公共図書館 の
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広域システム化計画一草案(全 国公共図

書館協議会)

IV対 策 〈司書の資格〉

・司書の資格は,大 学における図書館学の

履修 を原則 としてそれ以外の者に対 して

は,講 習 と勤務経験及び検定試験制によ

る資格者の登用を考慮 してい くこと。

・図書館事業基本法要綱(案)

付則1.

図書館政策委員会が,第19の 専門職員の

資格要件を制定するまでの間,専 門職員

の資格は,大 学 に2年 以上在学 し,62単

位以上を履修 した者で,か つ図書館に関

する専門科目24単 位以上を履修 した もの

または,専 門職員の講習を修了した もの

とすること。

1982,・ 大学図書館基準(改 訂)(大 学基準協

会)職 員一専門]職員には,原 則 として大

学院において図書館,情 報学等を専攻 し

た者を充てなければらない。

解説:司 書系の専門職員の資格要件 とし

ては,大 学の学部課程において一つの学

問分野 を学び,さ らに大学院修士課程に

おいて図書館,情 報学を修めることが一

般に望 ましい。

二つ目の資料 として,館 界が要望 している

図書館員教育,と くに,科 目あた りはどうな

のだろうか。館界の意見を聞 くことも,大 事

じゃないか と思 う。そこで,館 界全体の意見

ではないが,一 つの例 として紹介する。

日本図書館研究会が,1987年 近畿地区の司

書有資格の公立図書館長ヘアンケー トを送付

し,そ の結果 を発表 した。1)それによれば,現

行法 において,① 特 に重点が置かれるべ き科

目,② 現在余 り必要と思わない科目,③ 現行

以外必要な科目にっいて意見 を求めた。

①の重点又 は内容の検討で,充 実 してほし

い科目とすれぼ,図 書館活動,参 考業務,同

演習,情 報管理 などあげられている。②現在

不用だ と思われる科目とすれば,社 会調査,

マスコミニュケーション,社 会教育など,③

新 しい科目を,設 定 してほしいというものに,

児童へのサービス,す なわち,児 童奉仕論,

児童資料論,情 報工学,図 書館の行政及び管

理運営論,あ るいは図書館員教育等,時 代の

要請,館 界の要望に答 える科目の設定が,こ

のアンケー トか ら求められる。これ ら多少な

りとて,新 しいカリキュラム構築への,参 考

になるのではないか。

改訂への取 り組みは,す でに,近 畿地区で

進められている。以前か ら大学での図書館学

の情報交換を行い意見など述べ,少 しでも改

革,改 善 しようと言 う動 きがあった。(近畿地

区図書館学科'協議会)こ のような組織か ら,

改訂検討の場が,日 本図書館研究会 「図書館

学教育研究グループに移行 された。 そこで,

何回か例会 を重ね、),研究討議 した結果,1987

年8月5日 ～7日 にかけ,日 本図書館協会図

書館学教育部会第18回 研究集会で,司 書講習

科 目改訂の提案が出された。 また,改 訂への

働 きかけが,1986年 近畿地区図書館学科協議

会か ら,日 本図書館協会理事長及び教育部会

へ働 きか けの要請がだされた3)。塩見氏 も改

訂の必要性 を,館 界に呼びかけている。4)さら

に,全 国学校図書館協議会が,1987年8月,

関西大学を会場 とし,「図書館学担当大学教員

研究集会」を開催 し,そ こでも先の改訂案が,

出 され論議された。5)これ らはまだ私案的な

もので,こ の案を基に,広 く館界の意見,論

議を重ね統一 した見解で,促 進 させていかな

ければならない。

そこで,1987年8月 図書館学教育部会研究

集会での提案 された 「司書講習科目改訂案」

を紹介 し,筆 者な りのコメントをつけたい。

提案で も述べ られているように,こ の改訂案

は,近 畿地区図書館学科協議会の提案で も,

日本図書館研究会図書館学教育研究グループ

の提案でもないと言 う。しか し,こ れら関西
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の図書館学研究グループで協議 された提案で,

柴田氏個人の発想からではないと思 う。

司書講習科 目改訂案 柴田正美発表

1必 修科目(6科 目18単 位)

2選 択科目

A群(図 書館学科 目2科 目以上4単 位以上

選択)

1必 修科目(6科 目18単位)

B群(関 連科 目2科 目以上2単 位以上選択)

この改訂案 は,一 応24単 位 を最低の線 と考 え

ている。

コメント

この改訂私案 は,1968年 の改訂 を前提 とし

た,ま た基本 としたカリキュラム案である。

全体 を極端に言えぼ,多 少の手直 し程度,た

だコマの移動 をした程度である,と も言える。

改 訂 案 単 位 現 行 科 目 単 位

図書館概論

資料 ・メディア論

3

3

図書館通論

図書及び図書館史

図書館資料論

2

1

2

資料組織論 ・同演習 3 資料分類法

資料分類法演習

2

1

参考調査法 ・同演習 3 参考業務

参考業務演習

2

1

図書館奉仕論 3 図書館活動論

青少年と読書と資料

2

i

情報管理論 3 資料目録法

資料目録法演習

2

1

2選 択科目

A群(図 書館学科目 2科 目以上4単 位以上選択)

情報システム論 1 情報管理 1

図書館経営論 2

図書館施設計画法 1 図書館の施設と設備 1

図書館奉仕特論 1

図書館資料特論 2 青少年の読書と資料1 のいずれか 1

資料整理法特論1 に読かえ i

視聴覚教育1 i

書誌解題 i 人文科学及び社会科学・

の書誌解題1の いずれか
}

1

自然科学と技術の書誌 に読かえ

解題1・ i
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B群(関 連科目2科 目以上2単 位以上選択)

生涯教育論 1 社会教育 1

社会調査法 1 社会調査 1

メディア文化論 1 マ ス コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 1

古文書学 1

反面,選 択科 目では,改 革 された面があらわ

れている。前述の館界の要望 も,多 少受入れ

た感がある。だから多少なりと,時 代 にあっ

た情報科学,情 報工学面 も,導 入 されてきて

いる。 これは,あ くまで一つの私案であるた

め,広 く館界の意見 を聞き,論 議 を重ね,充

実したものにしたいものである。

注

1)図 書 館 界39.1,(1987)P36～39。

2)図 書 館 界38.6,(1986),39.1-3(1987)

の 図 書 館 学 教 育 研 究 グ ル ー プ例 会 報 告 第

1回 ～ 第4回 ま で 。

3)図 書 館 雑 誌vo1.81.2(1987.2,P64。

4)塩 見 昇 「司 書 養 成 の カ リキ ュ ラム を め ぐ

る当 面 の課 題 」 図 書 館 雑 誌81.6(1987)P

334--335

5)学 校 図 書 館 速 報 版 第1192号1987 .9.15

日号P1～2。
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今 ま ど子 司 書 養 成 を考 え る一 第18回 図書 館

学 研 究 集 会 報 告 一 図 書 館 雑 誌Vol81,No10

(1987.10)P625～626日 本 図 書 館 協 会 教

育 部 会 報 第24号 昭 和62P1-9

の世界情勢 も,こ の高度情報化社会に対応し

てきているようである。カリキュラムも,時

代や社会情勢に対応 し,改 編成 されているよ

うである。従来の図書館学に,新 しい情報工

学 も,ど んどん導入 されてきている。 日本に

おいても,国 際化,あ るいは,合 理化にとも

なうカリキュラム編成が,早 く実現して行か

なけれぼならない。今,次 期カリキュラム改

訂案が,論 議 されているが,大 学における図

書館学は,法 施行規則に拘束 されている。そ

れか ら脱出されないまま,今 日に至ってお り,

今や,図 書館学教育の危機にさらされてお り,

一・日も早い脱出が必要である
。

それには,今 まで論議されている司書講習

科 目の改訂,あ るいは,大 学における図書館

学教育基準の法制化が必要である。その意味

で,こ の小論が,改 訂,法 制化への導火線 と

なれば幸いである。

V結 論

以上,概 括的に考察 してきたが,一 面カ リ

キュラムに対 して,あ まり関心を示さなかっ

た面 もあったような気がする。この小論は,

あくまで次期改訂への資料提供 という意図で

まとめたものである。図書館界,図 書館学界
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